
　会則に基づくPTA役員就任・免除のパターン例 ２０１９年１０月現在の会則に基づき

作成したものです。

会則の変更がある場合、この限りでは

ありません。

B

→　　PTAを１人目で経験　→　第３子卒業まで免除

→　　学級委員を経験　→　卒業まで免除

→　　１人目の役職は（済）　２人目においてPTA選出対象

→　　地区委員３役を経験　→　第３子卒業まで免除

→　　地区委員（３役以外）を経験　→　翌年度のみ免除

　　　翌年度（子：４年、３年）は免除
→　　翌々年度以降はPTA選出対象となる。
　　　（※１人目卒業もしくは役職経験まではPTA選出対象）
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※PTA役員についてであり、学級委員、
　地区委員では異なる場合があります。

C

◯ 会則 p.9 の A

◯ 会則 p.9 の B

◯ 会則 p.9 の B

◯ 会則 p.9 の C

◯ 会則 p.9 の D

◯ 会則 p.9 の D

A.　PTA役員を経験した方

B.　該当する学年で学級委員を経験した方

C.　地区委員（地区代表、副代表、書記長）の３役を経験した方

　　ただし、平成２３年度から適用することとし、平成２２年度までに地区代表、副代表、書記長、

　　書記、会計の５役を経験した方は従来の免除枠に該当することとする。（注１）

D.　今年度に地区委員や他の学年で学級委員を経験した方

　　（注：翌年度からはくじ引き対象）

E.　やむを得ない個人的理由のある方（くじ引きの実施前に学級委員またはPTA役員の承認を

　　得られた方）くじ引き対象者がいない場合、くじ引きの免責者のうち、PTA役員はD→C

　　→B→Aの順に枠を広げていく。

～会則 p.9 内規、PTA役員の選出に際し、くじ免除される方の条件～


